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青年学級活動の壊開過程
法制化前後の考察

〈卒議論文要約〉

社会教育ゼミ 4年間君島道明

1 はじめに

本論は、社会教育には公的社会教育く上からの>とB.!:.R轍湾運動と呼ばれているものく下から

の>とがあって、とのふたつの教育活動は相対立するものとして存在しているものと理解し、と

れらの教育活動の距離をせばめていく方向をさぐみととを目的としている。具体的を例として青

年学級をとりあげる理由は、青年学級が全く下からの、青年自体の自発的左研修活動として各地

κ生れひろがっていったものを、法制化というととで行政がと bあげ、果ては崩壊してしまうと

いう過程を経ているからである。

2 青年学級の実態

終戦を迎えた農村青年は「酒と、踊りと、歌謡の世界」を展開していたが、昭和21年末から

2 2年頃にかけてなのれの無知と無教養を自覚しはじめ、 自己研修の集りをもつように

* b，自己研修活動が「夜の青年学習会 J(山形)と呼ばれ、やがて青年半級と言われみように
念っていった。青年学級の発祥地ときわれていゐ出形祭の年度5lU普及状況を示したものがく表1>
である。山形県当局は、青年学級の脊成方策をいち早〈樹立し、開設助成費 270万円を計上し

た(昭和23年度)。

く表1>山形県年度別普及拠児

年度 学級数 学級生数 開設率

2 3 195 2 3. 7 5 5 60% 

2岳 234 3 0.1 2岳 6 9 % 

2 5 235 4 2. 3 3 8 7 4係

2 6 2 7 7 3 9. 7 1 7 8 1 % 

(Il青年学級』山田清人)

く表2>年度汚U会田青年学級数及び学級生数
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表 2は青年学級数の全国規模での増加・滅少傾向をまとめたものであるが、増加傾向

を示している。また、都道府県別κ数の多いものから拾ってみたのがく表3>である。主として
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農業尽にないて普及しているととがわかる。をたy 昭和 25年

度中卒考の進路傾向をみると、進学者晶晶仇就職者46%でw

就職者全体の 52係強が農林漁業に従事してなり、青年学級は

農村青年の教育施設として重要を役割を果していると言ってよ

レ、。

昭和 26年に在ると、文部省は指定研究青年学級を全国κ

2 3 0学級委嘱し、その予算 16 ¥}万円を計上した。同年マ月κは、社会教育局に青年学級研究

会を霊童き、全国青年学級研究協議会を開催する左ど、青年学級K対して意欲をみぜ、各地からの

潟新

〉

島

人

山

田

児

滑

石

秋

鹿

田

山

島
問
域
手
一

J

福
福
宮
岩
一
級

>

一

一

学

3
一
台
合
合
会
一
年

表一

0

0

0

0

一背

く一

0

0

8

0

一『

n
u
u

門

d

k

u

q

o

m

/

E

、、

法制化要望とあわぜ、文部大臣の車中談が発端と左って青年学級法制化へとむかった。一方、日

育協は当初は文音階、と歩調を合わせて法制化促進を打ち出していたが、昭和27年 5flの諸井大

会で「とのまま法鈍化されたのでは、青年学級はs爺Ij化されるだけである。青年学級は青年間の

自主的議営の中でとそはじめて生かされて〈る。これが基本とをらをい法希01ヒには日 e反対であ

る。 Jと決議し、法制化反対運動をすすめ、共同学習遼動を打ち出してい〈。日教組も向旨で反

対運動をすすめるが、昭和28年 7月25日に青年学級銀興法案が可決された。同年 8fl 2 1弘

文部省は「青年学級運営婆綱Jを各都道府県あてに出した。ぞれ氏よると、遼営委員会の構成メ

ンパーは「学級生の代表、青年学級の実施機関の職員、教員、社会教育委員、公民館遥営審議会

委員、育会組体、その他の社会教育関係団体の代表者、学識経験者Jと在っている。との構成メ

ンパーでは、学級の運営に青年の自主性を生かすのは無理であろう。

つぎU亡、法部化後の青年学級の実態を統計から探ってみよう。脊年学級数と学級生数は減少傾

く国1>学級数と学級生数の推移

初年
学級生数

学級数

100万人

35年

1万
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50万人
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。
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く図2>青年学級主事兼務者内訳
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く図3>学習内容の推移

昭和 30年

沼和 35年

昭和43年

昭和46年

く盟企>財源内訳

昭和35年

昭和 38年

く鑓5>支出内訳
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都道府県補助金

昭和35年 職員給与 50.6% 

昭和38年 45.2% 

教材費 22.4% ]4.3.9 

24.6% 

※関 l~関しいずれも社会教育調査報告審よ b作成したもの
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{匂にあり、都道府県月Ijでみた場合農業尽にないて減少が著しい。図 2は一青年学級主導の兼務者内

訳をみたものであるが、学校の教員の占める割合が多い。図 3は学習内窃草寺賭数の推移をみたも

のであるが、職業 e家事の割合が減って、一悌議t養・体苦手の劉合が増えている。とれは、職業・

家主主の場合、特殊定教材・設備を必要とするため、予算の少没い青年学級としては比較的容易左

一般教養・体育の方へ移らぎるを得之とかったためであろう。図 4は財源内訳、鴎 5は支出内訳を

示したものである。教材費は 1学級当り 13. 8 0 0円(3 5年)、 2O. 2 2 9円(3 8年)であ

る。以上のように、法鱗化による裕助も不充分念ものであった。

3 青年学級振興法の検討

ととでの法的最大の問題点として第11条の禁止行為の第2項「特定の政党その他の政治的

団体の利等κ関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持し若し〈はとれに反
対するとと」と教育基本法第8条の一般的理解であるrm8条前段の目的を達成する際K注意を要する
点、が後段にか治げてあるJというとととのかかわりである。青年学級振興法では、教育器本法第8条の後

段だけが取り上げられ、しかもさらに萎縮されたものとをっている。当時の寺中社会教育局長の答弁Kよ

れば、「教育さま本法第八条の二項¢精神と向様であり、あ〈まで中立性を探ってやられるととを保障するも

のであるaJということであるが、注意事項だけをかかげて政治活動を禁止しているのはゆきすぎであ

る。さらκ、違反した場合Kは、停止・罰則まで付くのである。遠山茂樹氏の言葉を借りれば、

教育義本法は「政治的教事長を高めるための政治教育が自由かつ活発に行われるととが根本であり、

もし後設の注意事項の存在が、前段の教育活動の自由を束縛し、その萎綴をもたらすととがなと

るとすれば、それは本来を填倒した条文の誤読あるいは悪用といわなければ左ら念し、 J青年学

級振興法はまさに本来を横領jしているし、しかも束縛どとろか禁止するとまで規定しているので

ある。との点からも青年学級が青年自身の手から離れて、管制化されてし1まったととが理解でき

る。

4 まとめ

法制イヒの意味するものは、第一κ、予算措還を講じたとと、第二に、コントローノレの意図があ

ったととである。つまり、予算措援をタテマエとしてコント口一ノレしようとしたわけである。そ

の意図は法能化κよってまず成功したが、予著年学級は減少の一途をたどったわけであみから失敗

したと言ってよい。以上のととにかんがみ、民主化の課題をさぐる左らば、考えられるととは、

第ーに、自由権的教育権の立揚から青年が積極的に参加してhくとと、第二U亡、社会権的教育機

の立場から公費援助の保障を要求してい〈 ζと、そして社会教育行政はサポート・パット・ノー

コントロールの原員iJを買いていくととが、青年との距離を近づけるカギでは念いかと忍九
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